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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社定款を下記に記載の通り変更することを決定し、これを平成 27 年

６月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会に議案として付議することを決議いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は、本日開催の取締役会において、当社株式の売買の利便性の改善と流動性の向上を図ることを目的

といたしまして、株式の併合（５株を１株に併合）、単元株式数の変更(1,000 株から 100 株)及び発行可能株

式総数の変更(150,000,000 株から 30,000,000 株に変更)を決定し、平成 27 年６月 26 日開催予定の第 13 回定

時株主総会に付議することといたしましたが、発行可能株式総数及び単元株式数は、定款に定めがあること

から、この規定の変更を行います。さらに、この定款変更の効力発生日に係る附則を設けるものであります。 

 

２．定款変更の内容 

    変更の内容は次のとおりです。                     （下線は、変更部分です。） 

現  行  定  款 変  更  案 

(発行可能株式総数) 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、150,000,000

株とする。 

(単元株式数) 

第６条 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。 

(発行可能株式総数) 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、30,000,000 株

とする。 

(単元株式数) 

第６条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 

附 則 



(効力発生日) 

 本定款の第５条および第６条の変更の効力発生日

は、平成 27 年 6月 26 日開催の第 13 回定時株主総会の

議案に係る株式併合の効力が発生した日とする。なお、

本附則は、当該株式併合の効力発生日の経過後これを

削除する。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年６月 26 日(予定) 

  定款変更の効力発生日 平成 27 年８月１日(予定) 

 

４．その他、本日別途「株式併合、単元未満株式の変更及び発行可能株式総数変更に関するお知らせ」を開示し

ております。 

  

以上 


